
議案第８６号 

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和６年９月３日提出 

 

宇部市長  篠 﨑  圭 二     

 

 

記  

１ 工 事 名  文化会館耐震改修他（建築主体）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市朝日町８番１号 

３ 請 負 金 額  一金 ４８６,０９０,０００円也 

          （うち消費税額及び地方消費税額 ４４,１９０,０００円） 

４ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

５ 工 事 の 概 要  （1）耐震改修工事 一式 

（2）内装改修工事 一式 ほか 

６ 契約の相手方  島田工務店・髙橋建設・朝見工務店共同企業体 

          代表者 宇部市小松原町二丁目４番１８号 

              株式会社島田工務店 

               代表取締役  島  田  政  明 

              宇部市松山町一丁目７番２７号 

              髙橋建設株式会社 

               代表取締役  髙  橋  朋  宏 

              宇部市島一丁目８番２６号 

株式会社朝見工務店 

代表取締役  朝  見  俊  夫  

39



議案第８６、８７、８８号参考図 

 

         

 
凡 例 

 工事箇所 

配 置 図  S=1/1200 
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議案第８７号 

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和６年９月３日提出 

 

宇部市長  篠 﨑  圭 二     

 

 

記  

１ 工 事 名  文化会館耐震改修他（電気設備）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市朝日町８番１号 

３ 請 負 金 額  一金 ３５１,２８５,０００円也 

          （うち消費税額及び地方消費税額 ３１,９３５,０００円） 

４ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

５ 工 事 の 概 要  （1）照明設備改修工事 一式 

（2）受変電設備改修工事 一式 ほか 

６ 契約の相手方  前村電気工事・鶴谷秀電社共同企業体 

          代表者 宇部市神原町二丁目８番５１号 

              前村電気工事株式会社 

               代表取締役  前  村  隆  文 

宇部市東琴芝一丁目１番４６号 

              株式会社鶴谷秀電社 

               代表取締役  鶴  谷  孝  二 
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議案第８８号 

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和６年９月３日提出 

 

宇部市長  篠 﨑  圭 二     

 

 

記  

１ 工 事 名  文化会館耐震改修他（機械設備）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市朝日町８番１号 

３ 請 負 金 額  一金 ２５２,５６０,０００円也 

          （うち消費税額及び地方消費税額 ２２,９６０,０００円） 

４ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

５ 工 事 の 概 要  空調設備改修工事 一式 ほか 

６ 契約の相手方  富士管工・プラマー工業共同企業体 

          代表者 宇部市文京町６番３３号 

              富士管工株式会社 

               代表取締役  柴  田  泰  広 

              宇部市岬町三丁目６番３７号 

有限会社プラマー工業 

               代表取締役  篠  原  正  博 
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授乳

議案８６号、８７号、８８号 工事請負契約締結の件 文化会館耐震改修他（建築主体、電気設備、機械設備）工事

■工事概要

【建築主体】
・耐震改修工事

①耐震壁設置＜１、２階＞
②特定天井改修＜３階文化ホール＞

・内装改修工事
①間取り改修＜１、２階＞
②座席更新＜３階文化ホール＞
③トイレの改修＜各階＞
④収蔵庫改修＜１階＞

・その他工事
①建具（サッシ）改修＜全館＞

【電気設備】
・照明設備改修工事

①照明LED化改修＜全館＞
②舞台照明設備改修＜３階文化ホール＞

・受変電設備改修工事
①受変電設備改修＜１、２階空調室＞
②非常用発電設備取替＜１階＞

・その他工事
①ヒアリングループ設置＜３階文化ホール＞

【機械設備】
・空調設備改修工事

①空調設備・換気設備改修＜全館＞
・その他工事

①トイレ改修＜各階洋式化＞
②給水設備改修＜方式変更＞

【凡例】

･･･耐震壁新設箇所 ２ヵ所

･･･耐震壁増打ち箇所 ５ヵ所

･･･間取り全面改修

･･･間取り部分改修

･･･トイレ改修

･･･設備改修（電気・機械）
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議案８６号、８７号、８８号 工事請負契約締結の件 文化会館耐震改修他（建築主体、電気設備、機械設備）工事

【凡例】

･･･耐震壁増打ち ２ヵ所

･･･間取り部分改修

･･･トイレ改修

･･･設備改修（電気・機械）
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議案８６号、８７号、８８号 工事請負契約締結の件 文化会館耐震改修他（建築主体、電気設備、機械設備）工事

【凡例】

･･･間取り部分改修

･･･トイレ改修

･･･文化ホール改修

● 特定天井改修

● 座席更新

● 舞台照明設備改修

● ヒアリングループ設置

（一般座席 30席、車いす 3席）

3



議
案
第
七
十
七
号 

 
宇
部
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
及
び
職
員
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る 

 
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
及
び
職
員
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二

十
六
年
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
九
月
三
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
ロ
⑵
」
を
「
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一

号
イ
」
に
、
「
次
条
第
二
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
職
員
に
係
る
基
準
及
び
員
数
」
を
「
職
員
及
び
そ
の
員
数
（
運
営
協
議
会

が
第
一
号
被
保
険
者
の
数
及
び
セ
ン
タ
ー
の
運
営
の
状
況
を
勘
案
し
て
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
常
勤
換
算
方
法
（
当
該
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
勤
務
延
時
間
数
を
当
該
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て

常
勤
の
職
員
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
で
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
員
数
を

常
勤
の
職
員
の
員
数
に
換
算
す
る
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項

の
表
中
「
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
第
一
項
各
号
」
に
、
「
前
項
第
一
号
」
を
「
第

一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
運
営
協
議
会
が
セ
ン
タ
ー
の
効
果
的
な
運
営
に
資
す
る
と
認 

め
る
と
き
は
、
複
数
の
セ
ン
タ
ー
が
担
当
す
る
区
域
を
一
の
区
域
と
し
て
、
当
該
区
域
内
の
第 

一
号
被
保
険
者
の
数
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
三
千
人
以
上
六
千
人
未
満
ご
と
に
同
項
各
号
に
掲 

げ
る
常
勤
の
職
員
の
員
数
を
当
該
複
数
の
セ
ン
タ
ー
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
区
域
内 

の
一
の
セ
ン
タ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、 

当
該
区
域
内
の
一
の
セ
ン
タ
ー
に
置
く
べ
き
常
勤
の
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
同
項
各
号
に
掲

げ
る
者
の
う
ち
か
ら
二
人
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要

の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 
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こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
基
本
方
針
） 

（
基
本
方
針
） 

第
三
条 

 

第
三
条 

 

２ 

セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営

協
議
会
（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年

厚
生
省
令
第
三
十
六
号
。
次
条
第
一
項
第
三
号
に

お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
条
の
六

十
六
第
一
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お

い
て
「
運
営
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
踏

ま
え
て
、
適
切
、
公
正
か
つ
中
立
な
運
営
を
確
保

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営

協
議
会
（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年

厚
生
省
令
第
三
十
六
号
。
次
条
第
一
項
第
三
号
に

お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
条
の
六

十
六
第
一
号
イ 

 

に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
い
う
。
以
下
第
二
項
に
お

い
て
「
運
営
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
踏

ま
え
て
、
適
切
、
公
正
か
つ
中
立
な
運
営
を
確
保

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
員
の
配
置
の
基
準
） 

（
職
員
の
配
置
の
基
準
） 

第
四
条 

一
の
セ
ン
タ
ー
が
担
当
す
る
区
域
に
お
け

る
第
一
号
被
保
険
者
の
数
が
お
お
む
ね
三
千
人
以

上
六
千
人
未
満
ご
と
に
置
く
べ
き
専
ら
そ
の
職
務

に
従
事
す
る
常
勤
の
職
員
に
係
る
基
準
及
び
員
数

営
協
議
会
が
第
一
号
被
保
険
者
の
数
及
び
セ
ン
タ

ー
の
運
営
の
状
況
を
勘
案
し
て
必
要
で
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
常
勤
換
算
方
法
（
当
該
セ
ン
タ
ー

の
職
員
の
勤
務
延
時
間
数
を
当
該
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
常
勤
の
職
員
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
で
除
す

る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
員
数

を
常
勤
の
職
員
の
員
数
に
換
算
す
る
方
法
を
い

う
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
項
に
お
い
て

は
、
原
則
と
し
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
四
条 

一
の
セ
ン
タ
ー
が
担
当
す
る
区
域
に
お
け

る
第
一
号
被
保
険
者
の
数
が
お
お
む
ね
三
千
人
以

上
六
千
人
未
満
ご
と
に
置
く
べ
き
専
ら
そ
の
職
務

に
従
事
す
る
常
勤
の
職
員
及
び
そ
の
員
数
（
運
営

協
議
会
が
第
一
号
被
保
険
者
の
数
及
び
セ
ン
タ
ー

の
運
営
の
状
況
を
勘
案
し
て
必
要
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
常
勤
換
算
方
法
（
当
該
セ
ン
タ
ー
の

職
員
の
勤
務
延
時
間
数
を
当
該
セ
ン
タ
ー
に
お
い

て
常
勤
の
職
員
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
で
除
す
る

こ
と
に
よ
り
、
当
該
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
員
数
を

常
勤
の
職
員
の
員
数
に
換
算
す
る
方
法
を
い
う
。
）

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
原
則
と
し
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
運
営
協
議
会
が

セ
ン
タ
ー
の
効
果
的
な
運
営
に
資
す
る
と
認
め
る

と
き
は
、
複
数
の
セ
ン
タ
ー
が
担
当
す
る
区
域
を

一
の
区
域
と
し
て
、
当
該
区
域
内
の
第
一
号
被
保

険
者
の
数
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
三
千
人
以
上
六

千
人
未
満
ご
と
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
常
勤
の
職

員
の
員
数
を
当
該
複
数
の
セ
ン
タ
ー
に
配
置
す
る

こ
と
に
よ
り
、
当
該
区
域
内
の
一
の
セ
ン
タ
ー
が

そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
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こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
区
域
内
の
一
の
セ
ン

タ
ー
に
置
く
べ
き
常
勤
の
職
員
及
び
そ
の
員
数

は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
二
人
と

す
る
。 

２ 

前
項 

 

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
理
的
条
件

そ
の
他
の
条
件
を
勘
案
し
て
特
定
の
日
常
生
活
圏

域
に
一
の
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
運
営
協
議
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
場
合

に
は
、
セ
ン
タ
ー
の
人
員
配
置
基
準
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
担
当
す
る
区
域
に
お
け
る
第
一

号
被
保
険
者
の
数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
理
的
条
件

そ
の
他
の
条
件
を
勘
案
し
て
特
定
の
日
常
生
活
圏

域
に
一
の
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
運
営
協
議
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
場
合

に
は
、
セ
ン
タ
ー
の
人
員
配
置
基
準
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
担
当
す
る
区
域
に
お
け
る
第
一

号
被
保
険
者
の
数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

担
当
す
る
区
域
に

お
け
る
第
一
号
被

保
険
者
の
数 

人
員
配
置
基
準 

お
お
む
ね
千
人
未

満 

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら

一
人
又
は
二
人 

お
お
む
ね
千
人
以

上
二
千
人
未
満 

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら

二
人
（
う
ち
一
人
は
専
ら
そ
の

職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
職

員
と
す
る
。
） 

お
お
む
ね
二
千
人

以
上
三
千
人
未
満 

専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る

常
勤
の
前
項
第
一
号 

 

に
掲

げ
る
者
一
人
及
び
専
ら
そ
の

職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
同

項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
か
一
人 

 

担
当
す
る
区
域
に

お
け
る
第
一
号
被

保
険
者
の
数 

人
員
配
置
基
準 

お
お
む
ね
千
人
未

満 

第
一
項
各
号
か
ら
第
三
ｄ
ｄ

号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら

一
人
又
は
二
人 

お
お
む
ね
千
人
以

上
二
千
人
未
満 

第
一
項
各
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら

二
人
（
う
ち
一
人
は
専
ら
そ
の

職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
職

員
と
す
る
。
） 

お
お
む
ね
二
千
人

以
上
三
千
人
未
満 

専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る

常
勤
の
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
者
一
人
及
び
専
ら
そ
の

職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
同

項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
か
一
人 
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議案第７７号 

宇部市地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例中

一部改正の件 

 

 

１ 目的 

   介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）の一部改正に伴い、所要の 

整備を行うもの 

 

２ 概要 

 （１）主な改正内容 

    地域包括支援センターの職員配置基準について、これまで担当区域の第１号

被保険者おおむね 3,000 人以上 6,000 人未満ごとに「保健師、社会福祉士、主

任介護支援専門員」を専従・常勤の職員としてそれぞれ１人配置する必要があっ

たが、地域包括支援センター運営協議会が必要と認めた場合は、次の配置基準

とすることができる。 

 

   ①常勤換算方法により配置基準を満たすことを可とする。 

   ※常勤換算方法 

非常勤職員の勤務時間延時間数を常勤の職員が勤務すべき時間数で割った

もの 

   例） 常勤１名   ＝  非常勤２名（非常勤職員 A＋非常勤職員 B） 

     4 週 160 時間             4 週 96 時間   4 週 64 時間 

 

   ②１つの地域包括支援センターで必要人数を配置できない場合は、複数の地域 

包括支援センターで合算して必要人数を配置することを可とする。 

 

 （２）介護保険法施行規則第１４０条の６６第１号ロ（２）に規定されていた地域包括

支援センター運営協議会の定義規定が同号イに移り、当該定義規定を引用する

箇所に所要の整備を行う。 

 

３ 施行日 

  公布の日 

 



議
案
第
七
十
八
号 

 
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援 

 
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
ｄ
ｄ

め
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
条
例

第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
九
月
三
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
ロ
⑵
」
を
「
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一

号
イ
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七

号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
指
定
介
護
予
防
支
援
の
業
務
の
委
託
） 

（
指
定
介
護
予
防
支
援
の
業
務
の
委
託
） 

第
十
条 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ

る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
法
第
百
十
五

条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
予

防
支
援
の
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、

中
立
性
及
び
公
正
性
の
確
保
を
図
る
た
め
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
（
省
令
第
百
四
十

条
の
六
十
六
第
一
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
い
う
。
）
の
議
を

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
条 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ

る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
法
第
百
十
五

条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
予

防
支
援
の
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、

中
立
性
及
び
公
正
性
の
確
保
を
図
る
た
め
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
（
省
令
第
百
四
十

条
の
六
十
六
第
一
号
イ 

 

に
規
定
す
る
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
い
う
。
）
の
議
を

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

8



 

議案第７８号 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例中一

部改正の件 

 

 

１ 目的 

   指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働

省令第三十七号）の一部改正に伴い、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

    介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）の改正により、地域包

括支援センター運営協議会の定義規定が介護保険法施行規則第１４０条の６６第

１号ロ（２）から同号イに移り、当該定義規定を引用する指定介護予防支援等の事

業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十七号）も同様の

改正がなされた。 

   これを受け、当該定義規定を引用する当該条例（第１０条）についても改正を行

う。 

 

３ 施行日 

  公布の日 



議
案
第
七
十
九
号 

 
宇
部
市
国
民
健
康
保
険
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

令
和
六
年
九
月
三
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

  

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
三
月
」
の
下
に
「
（
た
だ
し
、
急
患
等
と
し
て
保
険
医
療
機
関
又
は

保
険
薬
局
を
受
診
し
た
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
資
力
の
活
用
が
可
能
と

な
る
ま
で
の
期
間
と
し
て
最
長
一
年
）
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
四
条
中
「
第
九
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
場
合
又
は

同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
じ

な
い
」
を
「
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
分
の
保
険
料
の
う
ち
令
和
六
年
十
二
月
以

後
の
期
間
に
係
る
も
の
及
び
令
和
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和

六
年
度
分
の
保
険
料
の
う
ち
令
和
六
年
十
一
月
以
前
の
期
間
に
係
る
も
の
及
び
令
和
五
年
度
以

前
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関

係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
九
条

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
条
例
の
施
行
の
日

以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

「
説
明
」 

 

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
及
び
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭

和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
保
険
料
の
徴
収
猶
予
の
見
直
し
、

被
保
険
者
証
の
廃
止
そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 
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こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

1
0



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
保
険
料
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
） 

（
保
険
料
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
） 

第
二
十
三
条 

市
長
は
、
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
う

ち
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
対
し
、
保
険

料
を
減
免
し
、
又
は
三
月
（
た
だ
し
、
急
患
等
と

し
て
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
受
診
し
た

被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、

資
力
の
活
用
が
可
能
と
な
る
ま
で
の
期
間
と
し
て

最
長
一
年
）
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
、
納
付

期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
三
条 

市
長
は
、
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
う

ち
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
対
し
、
保
険

料
を
減
免
し
、
又
は
三
月
（
た
だ
し
、
急
患
等
と

し
て
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
受
診
し
た

被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、

資
力
の
活
用
が
可
能
と
な
る
ま
で
の
期
間
と
し
て

最
長
一
年
）
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
、
納
付

期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
過
料
処
分
） 

（
過
料
処
分
） 

第
二
十
四
条 

世
帯
主
が
法
第
九
条
第
一
項
若
し
く

は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
若
し
く

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
場
合
又
は
同
条
第
三
項
若

し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証
の
返

還
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
は
、
十

万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。 

第
二
十
四
条 

世
帯
主
が
法
第
九
条
第
一
項
若
し
く

は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚

偽
の
届
出
を
し
た
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た

場
合
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
場
合
は
、
十

万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。 

 

1
1



議案第 79 号 宇部市国民健康保険条例中一部改正の件 説明資料 

 

１ 改正趣旨 
 
(1) 国民健康保険法及び同法施行令の一部改正に伴う所要の整備 

(2) 厚生労働省からの通知に伴う所要の整備 

 

２ 改正内容 
 
(1) 国民健康保険法及び同法施行令の一部改正関係（第 24 条） 

被保険者証が廃止されることに伴い、被保険者証及びこれに関連する規定を

削除するもの 
 
(2) 厚生労働省からの通知関係（第 23 条） 

条例上の「徴収猶予」の規定においては、特別の事情がある保険料の納付義

務者に対する徴収猶予期間は、現行では「3 月を超えない」とされているとこ

ろ、認知症などで判断能力が不十分かつ身寄りの有無が判明できない方が、急

患等として医療機関を受診し、即時入院等が必要な場合等においては、本人の

資力の有無が判明し、かつ、本人の資力が活用可能となるまでの間、保険料の

徴収猶予期間を「最長 1 年」とする例外規定を設けるもの 

 

３ 施行期日 
 

令和 6 年 12 月 2 日（附則第 1 項）（改正国民健康保険法の施行期日と同日） 

 

４ 経過措置 
 

施行日前の取扱いについては、従前どおりとする経過措置規定を設ける。（附則

第 2 項及び第 3 項） 

 



議
案
第
八
十
号 

 
宇
部
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例 

 
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
六

年
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
九
月
三
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

第
二
十
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
二
十
人
」
を
「
十
五
人
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
三
十

人
」
を
「
二
十
五
人
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
一
条
第
二
項
第
三
号
中
「
二
十
人
」
を
「
十
五
人
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
三
十

人
」
を
「
二
十
五
人
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
四
条
第
二
項
第
三
号
中
「
二
十
人
」
を
「
十
五
人
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
三
十

人
」
を
「
二
十
五
人
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
七
条
第
二
項
第
三
号
中
「
二
十
人
」
を
「
十
五
人
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
三
十

人
」
を
「
二
十
五
人
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宇
部
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）

第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
第
三
号
、
第
三
十
一
条
第

二
項
第
三
号
、
第
四
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
第
三
号
中
「
十
五
人
」

と
あ
る
の
は
「
二
十
人
」
と
、
改
正
後
の
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
第
四
号
、
第
三
十
一
条
第

二
項
第
四
号
、
第
四
十
四
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
第
四
号
中
「
二
十
五
人
」

と
あ
る
の
は
「
三
十
人
」
と
す
る
。 

「
説
明
」 

 

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六

1
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十
一
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
職
員
の
配
置
基
準
を
見
直
す
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
職
員
） 

（
職
員
） 

第
二
十
九
条 

 

第
二
十
九
条 

 

２ 
 

２ 
 

三 

満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童
（
法

第
六
条
の
三
第
十
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き

受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
） 

お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人 

三 

満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童
（
法

第
六
条
の
三
第
十
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き

受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
） 

お
お
む
ね
十
五
人
に
つ
き
一
人 

四 

満
四
歳
以
上
の
児
童 

お
お
む
ね
三
十
人 

 

に
つ
き
一
人 

四 

満
四
歳
以
上
の
児
童 

お
お
む
ね
二
十
五
人

に
つ
き
一
人 

（
職
員
） 
（
職
員
） 

第
三
十
一
条 

 

第
三
十
一
条 

 

２ 
 

２ 
 

三 

満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童
（
法

第
六
条
の
三
第
十
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き

受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
） 

お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人 

三 

満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童
（
法

第
六
条
の
三
第
十
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き

受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
） 

お
お
む
ね
十
五
人
に
つ
き
一
人 

四 

満
四
歳
以
上
の
児
童 

お
お
む
ね
三
十
人 

 

に
つ
き
一
人 

四 

満
四
歳
以
上
の
児
童 
お
お
む
ね
二
十
五
人

に
つ
き
一
人 

（
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員
） 

（
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員
） 

第
四
十
四
条 

 

第
四
十
四
条 

 

２ 
 

２ 
 

三 

満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童
（
法

第
六
条
の
三
第
十
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ

き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
） 

お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人 

三 

満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童
（
法

第
六
条
の
三
第
十
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ

き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
） 

お
お
む
ね
十
五
人
に
つ
き
一
人 

四 

満
四
歳
以
上
の
児
童 

お
お
む
ね
三
十
人 

 

に
つ
き
一
人 

四 

満
四
歳
以
上
の
児
童 

お
お
む
ね
二
十
五
人

に
つ
き
一
人 

（
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員
） 

（
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員
） 

第
四
十
七
条 

 

第
四
十
七
条 

 

２ 
 

２ 
 

三 

満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童
（
法

第
六
条
の
三
第
十
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ

き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て

三 

満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童
（
法

第
六
条
の
三
第
十
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ

き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
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同
じ
。
） 

お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人 

同
じ
。
） 

お
お
む
ね
十
五
人
に
つ
き
一
人 

四 
満
四
歳
以
上
の
児
童 

お
お
む
ね
三
十
人 

 

に
つ
き
一
人 

四 

満
四
歳
以
上
の
児
童 

お
お
む
ね
二
十
五
人

に
つ
き
一
人 
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